
＜植林マークの利用及び寄付金の取扱についての規約＞ 

■第１条
本活動の目的は、森林伐採等の環境問題に対しその深刻性を広く世間に訴え、活動を
通して行う寄付により少しでもその解決に助力することです。

■第２条
本ロゴマーク(以下植林マークという)は、それが記載された印刷物に掛かる印刷費用
の一部を植林活動を行うNGO(ユニオン印刷株式会社(以下当社という)からの寄付先
NGO)へ寄付を行っていることの証明です。

■第３条
植林マークは、当社が行う活動及び思想においてこれに賛同していただいた企業・団
体・個人が、当社の許諾する範囲において使用出来る事とします。

■第４条
植林マークの使用権は、当社が許可をした案件に対して、その印刷依頼主に帰属しま
す。但し、使用の申請・申込み又は印刷データの作成の為の使用は代理人が行うこと
が出来ます。

■第５条
当社の許可が無い植林マークの使用は、他の賛同者の善意を著しく冒涜し、本活動の
趣旨を逸脱した行為と判断し、いかなる理由もこれを認めません。
これが発覚した場合、法的措置も含め使用者及び印刷依頼主に対して厳しくその責任
を追及致します。

■第６条
植林マーク利用方法に関しては「ロゴ利用方法」に定めた通りとします。

■第７条
植林マークは、それが記載された印刷物で紹介されるいかなる商品・サービスも、こ
の品質等を保証する物ではありません。

■第８条
寄付金は、当社をご利用頂いた印刷案件毎に発生する印刷費に対して、当社で定めた
寄付金率により算出された額を、毎月合算して寄付することとします。

■第９条
当社の活動に賛同いただいた企業・団体・個人に対する寄付の証明は、当社HP上に寄
付先NGOから、額面の記載されたお礼状を掲載することで行うこととします。

■第１０条
公序良俗に反すると当社が判断した印刷物については植林マークを使用することは出
来ません。

■第１１条
植林マークの使用をされた場合、利用者は本規約に同意したものとみなします。

■第１２条
当社は事前に通知することなく、またその事前の承諾を得ることなく、本規約等を変
更出来ることとします。 
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